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◆今回追加で募集する方は以下の要件を満たす世帯主です。

○前回募集した要件の世帯の方も引き続き申請可能です。
（１）６５歳以上のみの世帯  （２）要介護３以上の認定を受けている方の属する世帯
（３）身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている方の属する世帯 （４）その他特別の理由がある方（要相談）

◆申請方法

・申請書は総務課窓口で配布すると共に、役場ホームページからもダウンロードできます。

◆受取方法（①又は②のいずれか希望する方法）
①説明会で受取（説明は随時。下記の時間内にお越しください。）
（１）役場３階大会議室（３月２４日１０時～正午、１４時～１６時）
（２）長瀞地区コミュニティ消防センター（３月２３日１０時～正午）
（３）樋口地区コミュニティ集会所（３月２３日１４時～１６時）

★注意事項

・転出した場合は必ず役場総務課へ返却してください。
・譲渡・転貸はしないでください。

回 覧

防災行政無線戸別受信機の

無償貸与希望者を追加募集します

（幅）220mm×（高）112mm×（奥）60mm
（重さ）約550g

 ・６５歳以上の方がいる世帯
 （世帯の中に６５歳未満の方がいても申請できるようになりました。）

・申請を希望する方は、役場総務課自治振興担当へお問い合わせください。
・申請する場合は、申請書の提出が必要です。

②ご自宅へ郵送（郵送を希望する方は、１２月１５日（水）までに申請書を提出してください。）

・戸別受信機は無償での貸与となりますが、維持管理する上での費用（電気料や電池代）は使用者の
 負担となります。
・戸別受信機は高価な機械ですので大切に使用してください。故意での破損や紛失した場合は機械の
 費用を負担してください。

○問合せ：長瀞町総務課自治振興担当  
 電 話：６６－３１１１（内線２１２）

 長瀞町では、防災行政無線放送を室内で受信する
ことができる戸別受信機の無償貸与の希望者を募集
したところですが、一部要件を緩和し追加で募集す
ることとなりました。


